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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素回路であって、
　発光デバイスと、駆動トランジスタと、蓄積コンデンサと、第１のスイッチトランジス
タと、第２のスイッチトランジスタと、補償トランジスタと、第５のスイッチトランジス
タとを有し、
　前記駆動トランジスタ、第１のスイッチトランジスタ、第２のスイッチトランジスタ、
補償トランジスタ、第５のスイッチトランジスタはいずれもゲート極と、第１極と、第２
極とを有し、
　前記発光デバイスの一端は電源に接続され、
　前記駆動トランジスタの第１極は前記発光デバイスの他端に接続され、第２極は前記第
５のスイッチトランジスタの第１極に接続され、ゲート極は前記第１のスイッチトランジ
スタの第１極に接続され、
　前記第１のスイッチトランジスタの第２極はデータラインに接続され、ゲート極はスキ
ャンラインに接続され、第１極は前記駆動トランジスタのゲート極に接続され、
　前記第２のスイッチトランジスタのゲート極は制御ラインに接続され、第１極は電源に
接続され、第２極は前記補償トランジスタの第２極に接続され、
　前記補償トランジスタの第１極は前記駆動トランジスタの第１極に接続され、第２極は
第２のスイッチトランジスタの第２極に接続され、ゲート極は前記補償トランジスタの第
１極または第２極に接続され、
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　前記第５のスイッチトランジスタのゲート極は制御ラインに接続され、第１極は前記駆
動トランジスタの第２極に接続され、第２極はグランドに接続され、
　前記蓄積コンデンサの第１極板は前記駆動トランジスタのゲート極に接続され、第２極
板は前記補償トランジスタの第２極に接続されることを特徴とする画素回路。
【請求項２】
　第４のスイッチトランジスタをさらに有し、前記第４のスイッチトランジスタのゲート
極はスキャンラインに接続され、第１極は前記第２のスイッチトランジスタの第１極に接
続され、第２極は前記駆動トランジスタの第１極に接続され、前記第４のスイッチトラン
ジスタと前記第１のスイッチトランジスタは同じ類型であることを特徴とする請求項１に
記載の画素回路。
【請求項３】
　前記駆動トランジスタ、補償トランジスタはいずれもＮ型薄膜トランジスタであり、前
記駆動トランジスタと補償トランジスタの第１極はドレイン極であり、第２極はソース極
であり、前記補償トランジスタのゲート極は前記補償トランジスタの第１極に接続され、
　または、前記駆動トランジスタ、補償トランジスタはいずれもＰ型薄膜トランジスタで
あり、前記駆動トランジスタと補償トランジスタの第１極はソース極であり、第２極はド
レイン極であり、前記補償トランジスタのゲート極は前記補償トランジスタの第２極に接
続されることを特徴とする請求項１または２に記載の画素回路。
【請求項４】
　前記第２のスイッチトランジスタ、第５のスイッチトランジスタはいずれもＮ型薄膜ト
ランジスタであり、前記第２のスイッチトランジスタと第５のスイッチトランジスタの第
１極はドレイン極であり、第２極はソース極であり、
　または、前記第２のスイッチトランジスタ、第５のスイッチトランジスタはいずれもＰ
型薄膜トランジスタであり、前記第２のスイッチトランジスタと第５のスイッチトランジ
スタの第１極はソース極であり、第２極はドレイン極であることを特徴とする請求項１な
いし請求項３のいずれか１項に記載の画素回路。
【請求項５】
　前記第１のスイッチトランジスタはＮ型薄膜トランジスタであり、前記第１のスイッチ
トランジスタの第１極はドレイン極であり、第２極はソース極であり、
　または、前記第１のスイッチトランジスタはＰ型薄膜トランジスタであり、前記第１の
スイッチトランジスタの第１極はソース極であり、第２極はドレイン極であることを特徴
とする請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の画素回路。
【請求項６】
　前記発光デバイスは有機発光ダイオードであることを特徴とする請求項１または２に記
載の画素回路。
【請求項７】
　請求項１に記載の画素回路の駆動方法であって、
　前記第１のスイッチトランジスタをオンにし、同時に前記第２のスイッチトランジスタ
と前記第５のスイッチトランジスタをオフにし、データラインにおけるデータ信号が第１
のスイッチトランジスタを通じて前記蓄積コンデンサの第１極板に充電し、前記電源が前
記発光デバイスと前記補償トランジスタを通じて前記蓄積コンデンサの第２極に充電する
ようにするステップと、
　前記第１のスイッチトランジスタをオフにし、同時に前記第２のスイッチトランジスタ
と前記第５のスイッチトランジスタをオンにし、前記発光デバイスが前記電源により提供
される、前記発光デバイス、前記駆動トランジスタと前記第５のスイッチトランジスタに
順次流れる電流によって発光を駆動されるようにするステップとを有することを特徴とす
る駆動方法。
【請求項８】
　前記第１のスイッチトランジスタをオンにし、同時に前記第２のスイッチトランジスタ
と前記第５のスイッチトランジスタをオフにし、データラインにおけるデータ信号が第１
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のスイッチトランジスタを通じて前記蓄積コンデンサの第１極板に充電し、前記電源が前
記発光デバイスと前記補償トランジスタを通じて前記蓄積コンデンサの第２極に充電する
ようにするステップは、
　前記第１のスイッチトランジスタと第４のスイッチトランジスタを同時にオンにし、同
時に前記第２のスイッチトランジスタと前記第５のスイッチトランジスタをオフにし、デ
ータラインに、前記第１のスイッチトランジスタを通じて前記蓄積コンデンサの第１極板
を充電させ、前記電源に前記第４のスイッチトランジスタと前記補償トランジスタを通じ
て前記蓄積コンデンサの第２極板を充電させるステップを有し、
　前記第１のスイッチトランジスタをオフにし、同時に前記第２のスイッチトランジスタ
と前記第５のスイッチトランジスタをオンにし、前記発光デバイスが前記電源により提供
される、前記発光デバイス、前記駆動トランジスタと前記第５のスイッチトランジスタに
順次流れる電流によって発光を駆動されるようにするステップは、
　前記第１のスイッチトランジスタと第４のスイッチトランジスタを同時にオフにし、同
時に前記第２のスイッチトランジスタと前記第５のスイッチトランジスタをオンにし、前
記発光デバイスが前記電源に提供される、前記発光デバイス、前記駆動トランジスタと前
記第５のスイッチトランジスタに順次流れる電流によって発光を駆動されるようにするス
テップを有し、
　前記第４のスイッチトランジスタのゲート極はスキャンラインに接続され、第１極は前
記第２のスイッチトランジスタの第１極に接続され、第２極は前記駆動トランジスタの第
１極に接続され、前記第４のスイッチトランジスタは前記第１のスイッチトランジスタと
同じ類型であることを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のスイッチトランジスタはＮ型薄膜トランジスタであり、前記第１のスイッチ
トランジスタの第１極はドレイン極であり、第２極はソース極であり、
　前記第２のスイッチトランジスタ、第５のスイッチトランジスタはいずれもＮ型薄膜ト
ランジスタであり、前記第２のスイッチトランジスタと第５のスイッチトランジスタの第
１極はドレイン極であり、第２極はソース極であり、
　前記第１のスイッチトランジスタをオンにし、同時に前記第２のスイッチトランジスタ
と前記第５のスイッチトランジスタをオフにするステップは、
　スキャンラインを通じて高レベルを前記第１のスイッチトランジスタのゲート極に入力
して前記第１のスイッチトランジスタをオンにし、同時に制御ラインを通じて低レベルを
前記第２のスイッチトランジスタのゲート極と前記第５のスイッチトランジスタのゲート
極に入力して前記第２のスイッチトランジスタと前記第５のスイッチトランジスタをオフ
にするステップを有し、
　前記第１のスイッチトランジスタをオフにし、同時に前記第２のスイッチトランジスタ
と前記第５のスイッチトランジスタをオンにするステップは、
　スキャンラインを通じて低レベルを前記第１のスイッチトランジスタのゲート極に入力
して前記第１のスイッチトランジスタをオフにし、同時に制御ラインを通じて高レベルを
前記第２のスイッチトランジスタのゲート極と前記第５のスイッチトランジスタのゲート
極に入力して前記第２のスイッチトランジスタと前記第５のスイッチトランジスタをオン
にするステップを有することを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のスイッチトランジスタはＮ型薄膜トランジスタであり、前記第１のスイッチ
トランジスタの第１極はドレイン極であり、第２極はソース極であり、
　前記第２のスイッチトランジスタ、第５のスイッチトランジスタはいずれもＰ型薄膜ト
ランジスタであり、前記第２のスイッチトランジスタと第５のスイッチトランジスタの第
１極はソース極であり、第２極はドレイン極であり、
　前記第１のスイッチトランジスタをオンにし、同時に前記第２のスイッチトランジスタ
と前記第５のスイッチトランジスタをオフにするステップは、
　スキャンラインを通じて高レベルを前記第１のスイッチトランジスタのゲート極に入力
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して前記第１のスイッチトランジスタをオンにし、同時に制御ラインを通じて高レベルを
前記第２のスイッチトランジスタのゲート極と前記第５のスイッチトランジスタのゲート
極に入力して前記第２のスイッチトランジスタと前記第５のスイッチトランジスタをオフ
にするステップを有し、
　前記第１のスイッチトランジスタをオフにし、同時に前記第２のスイッチトランジスタ
と前記第５のスイッチトランジスタをオンにするステップは、
　スキャンラインを通じて低レベルを前記第１のスイッチトランジスタのゲート極に入力
して前記第１のスイッチトランジスタをオフにし、同時に制御ラインを通じて低レベルを
前記第２のスイッチトランジスタのゲート極と前記第５のスイッチトランジスタのゲート
極に入力して前記第２のスイッチトランジスタと前記第５のスイッチトランジスタをオン
にするステップを有することを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１のスイッチトランジスタはＰ型薄膜トランジスタであり、前記第１のスイッチ
トランジスタの第１極はソース極であり、第２極はドレイン極であり、
　前記第２のスイッチトランジスタ、第５のスイッチトランジスタはいずれもＮ型薄膜ト
ランジスタであり、前記第２のスイッチトランジスタと第５のスイッチトランジスタの第
１極はドレイン極であり、第２極はソース極であり、
　前記第１のスイッチトランジスタをオンにし、同時に前記第２のスイッチトランジスタ
と前記第５のスイッチトランジスタをオフにするステップは、
　スキャンラインを通じて低レベルを前記第１のスイッチトランジスタのゲート極に入力
して前記第１のスイッチトランジスタをオンにし、同時に制御ラインを通じて低レベルを
前記第２のスイッチトランジスタのゲート極と前記第５のスイッチトランジスタのゲート
極に入力して前記第２のスイッチトランジスタと前記第５のスイッチトランジスタをオフ
にするステップを有し、
　前記第１のスイッチトランジスタをオフにし、同時に前記第２のスイッチトランジスタ
と前記第５のスイッチトランジスタをオンにするステップは、
　スキャンラインを通じて高レベルを前記第１のスイッチトランジスタのゲート極に入力
して前記第１のスイッチトランジスタをオフにし、同時に制御ラインを通じて高レベルを
前記第２のスイッチトランジスタのゲート極と前記第５のスイッチトランジスタのゲート
極に入力して前記第２のスイッチトランジスタと前記第５のスイッチトランジスタをオン
にするステップを有することを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のスイッチトランジスタはＰ型薄膜トランジスタであり、前記第１のスイッチ
トランジスタの第１極はソース極であり、第２極はドレイン極であり、
　前記第２のスイッチトランジスタ、第５のスイッチトランジスタはいずれもＰ型薄膜ト
ランジスタであり、前記第２のスイッチトランジスタと第５のスイッチトランジスタの第
１極はソース極であり、第２極はドレイン極であり、
　前記第１のスイッチトランジスタをオンにし、同時に前記第２のスイッチトランジスタ
と前記第５のスイッチトランジスタをオフにするステップは、
　スキャンラインを通じて低レベルを前記第１のスイッチトランジスタのゲート極に入力
して前記第１のスイッチトランジスタをオンにし、同時に制御ラインを通じて高レベルを
前記第２のスイッチトランジスタのゲート極と前記第５のスイッチトランジスタのゲート
極に入力して前記第２のスイッチトランジスタと前記第５のスイッチトランジスタをオフ
にするステップを有し、
　前記第１のスイッチトランジスタをオフにし、同時に前記第２のスイッチトランジスタ
と前記第５のスイッチトランジスタをオンにするステップは、
　スキャンラインを通じて高レベルを前記第１のスイッチトランジスタのゲート極に入力
して前記第１のスイッチトランジスタをオフにし、同時に制御ラインを通じて低レベルを
前記第２のスイッチトランジスタのゲート極と前記第５のスイッチトランジスタのゲート
極に入力して前記第２のスイッチトランジスタと前記第５のスイッチトランジスタをオン
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にするステップを有することを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１３】
　表示装置であって、請求項１ないし６のいずれか１項に記載の画素回路を有する表示装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、表示技術分野に関し、特に画素回路及びその駆動方法、表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光ダイオード（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：
ＯＬＥＤ）は電流駆動能動発光型デバイスであり、自発光、高速反応、広視野角、可とう
性基板での製造可などの独特なメリットを有する。ＯＬＥＤを基礎とした有機発光表示は
今後数年間で表示分野の主流になる見通しである。有機発光表示の各表示素子はいずれも
ＯＬＥＤにより構成され、ＯＬＥＤは駆動方式によってパッシブマトリックス駆動有機発
光ダイオード（Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｄｒｉｖｉｎｇ　ＯＬＥＤ：ＰＭＯＬＥ
Ｄ）とアクティブマトリックス駆動有機発光ダイオード（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｒｉｘ　
Ｄｒｉｖｉｎｇ　ＯＬＥＤ：ＡＭＯＬＥＤ）の二種類に分けられる。アクティブマトリッ
クス駆動方式は高品質の表示を実現できるため、情報量が大きい表示にかなり広く応用さ
れている。そして、ＡＭＯＬＥＤ技術において、各ＯＬＥＤはいずれもＯＬＥＤに流れる
電流を制御するための薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：
ＴＦＴ）回路を有し、ＯＬＥＤとＯＬＥＤを駆動するＴＦＴ回路は画素回路を構成し、し
たがって、アクティブ有機発光表示パネルの輝度の均一性を保証するためには、バックボ
ードの異なるエリア内のＯＬＥＤを駆動するＴＦＴの特性に一致性を有することが要求さ
れる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ＴＦＴの閾値電圧は多くの要素と関係し、ＴＦＴ第１極の混入、誘電体の厚さ、ゲート
極の材質と誘電体における過剰電荷が含まれる。現在はバックボード、特に大きいサイズ
のバックボードの製造過程において、プロセスの条件とレベルの制限により、これらの要
素の一致性を確保するのは難しく、各ＴＦＴの閾値電圧のオフセットが一致せず、また、
長時間の作業によるＴＦＴの安定性低下もＴＦＴの閾値電圧のオフセットを一致できなく
する原因となり、閾値電圧のオフセットが一致しなければ各ＯＬＥＤに流れる電流も異な
るため、この電流により駆動されるＯＬＥＤの発光均一性を悪化させる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の実施例は、発光デバイスの発光輝度の均一性を向上させる画素回路とその駆動
方法、表示装置を提供する。
【０００５】
　本発明の実施例は以下のような技術方案を提供する。
【０００６】
　画素回路であって、発光デバイスと、駆動トランジスタと、蓄積コンデンサと、第１の
スイッチトランジスタと、第２のスイッチトランジスタと、補償トランジスタと、第５の
スイッチトランジスタとを有し、前記駆動トランジスタ、第１のスイッチトランジスタ、
第２のスイッチトランジスタ、補償トランジスタ、第５のスイッチトランジスタはいずれ
もゲート極と、第１極と、第２極とを有し、前記発光デバイスの一端は電源に接続され、
前記駆動トランジスタの第１極は前記発光デバイスの他端に接続され、第２極は前記第５
のスイッチトランジスタの第１極に接続され、ゲート極は前記第１のスイッチトランジス
タの第１極に接続され、前記第１のスイッチトランジスタの第２極はデータラインに接続
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され、ゲート極はスキャンラインに接続され、第１極は前記駆動トランジスタのゲート極
に接続され、前記第２のスイッチトランジスタのゲート極は制御ラインに接続され、第１
極は電源に接続され、第２極は前記補償トランジスタの第２極に接続され、前記補償トラ
ンジスタの第１極は前記駆動トランジスタの第１極に接続され、第２極は第２のスイッチ
トランジスタの第２極に接続され、ゲート極は前記補償トランジスタの第１極または第２
極に接続され、前記第５のスイッチトランジスタのゲート極は制御ラインに接続され、第
１極は前記駆動トランジスタの第２極に接続され、第２極はグランドに接続され、前記蓄
積コンデンサの第１極板は前記駆動トランジスタのゲート極に接続され、第２極板は前記
補償トランジスタの第２極に接続される画素回路。
【０００７】
　前記画素回路の駆動方法であって、前記第１のスイッチトランジスタをオンにし、同時
に前記第２のスイッチトランジスタと前記第５のスイッチトランジスタをオフにし、デー
タラインにおけるデータ信号が第１のスイッチトランジスタを通じて前記蓄積コンデンサ
の第１極板に充電し、前記電源が前記発光デバイスと前記補償トランジスタを通じて前記
蓄積コンデンサの第２極に充電するようにし、前記第１のスイッチトランジスタをオフに
し、同時に前記第２のスイッチトランジスタと前記第５のスイッチトランジスタをオンに
し、前記発光デバイスが前記電源により提供され、前記発光デバイス、前記駆動トランジ
スタと前記第５のスイッチトランジスタに順次流れる電流によって発光を駆動されるよう
にする駆動方法。
【０００８】
　表示装置であって、本発明の実施例に係る画素回路を有する表示装置。
【０００９】
　本発明の実施例に係る画素回路及びその駆動方法、表示装置は、補償トランジスタ、コ
ンデンサと複数のスイッチトランジスタが回路のスイッチと放充電を制御することによっ
て、補償トランジスタの両端の電圧も駆動トランジスタに作用させることで、駆動トラン
ジスタの駆動電流を駆動トランジスタの閾値電圧と無関係にさせ、駆動トランジスタの閾
値電圧の不一致またはオフセットによる発光デバイスに流れる電流の差異を補償し、これ
により発光デバイスの発光輝度の均一性を有効的に向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本発明の実施例または従来技術における技術方案をより明確に説明するため、以下にお
いて実施例または従来技術の説明に用いる図面を簡単に紹介する。以下の説明において、
図面は本発明のいくつかの実施例に過ぎず、当業者にとって、創造的労働を経ずにこれら
の図面を基に他の図面を得られるのは明らかである。
【図１】本発明の実施例に係る画素回路の回路図である。
【図２】図１に示す画素回路を駆動するときの各信号ラインのシーケンス図である。
【図３】図１に示す画素回路の補償段階における等価回路の模式図である。
【図４】図１に示す画素回路のジャンプ発光段階における等価回路の模式図である。
【図５】本発明の実施例に係るもう一つの画素回路の回路図である。
【図６】本発明の実施例に係るもう一つの画素回路の回路図である。
【図７】本発明の実施例に係るもう一つの画素回路の回路図である。
【図８】本発明の実施例に係るもう一つの画素回路の回路図である。
【図９】図８に示す画素回路の補償段階における等価回路の模式図である。
【図１０】図８に示す画素回路のジャンプ発光段階における等価回路の模式図である。
【図１１】本発明の実施例に係る画素回路の駆動方法の一つのフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に本発明の実施例における図面を用いて、本発明の実施例における技術方案を明確
且つ完全に説明するが、説明する実施例は本発明の一部の実施例に過ぎず、すべての実施
例ではないことは明らかである。本発明における実施例を基に、当業者が創造的労働を経
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ずに得られるすべての他の実施例は、いずれも本発明の保護範囲に属する。
【００１２】
　図１に示すように、本発明の実施例が画素回路は、発光デバイスＯＬＥＤと、駆動トラ
ンジスタＤＴＦＴと、蓄積コンデンサＣｓｔと、第１のスイッチトランジスタＴ１と、第
２のスイッチトランジスタＴ２と、補償トランジスタＴ３と、第５のスイッチトランジス
タＴ５とを有する。前記駆動トランジスタＤＴＦＴ、第１のスイッチトランジスタＴ１、
第２のスイッチトランジスタＴ２、補償トランジスタＴ３、第５のスイッチトランジスタ
Ｔ５はいずれもＮ型薄膜トランジスタであり、且ついずれもソース極と、ドレイン極と、
ゲート極とを有する。
【００１３】
　発光デバイスＯＬＥＤの一端は電源ＶＤＤに接続され、前記駆動トランジスタＤＴＦＴ
のドレイン極（第１極）は前記発光デバイスＯＬＥＤの他端に接続され、ソース極（第２
極）は前記第５のスイッチトランジスタＴ５のドレイン極（第１極）に接続され、ゲート
極は前記第１のスイッチトランジスタＴ１のドレイン極（第１極）に接続され、前記第１
のスイッチトランジスタＴ１のソース極（第２極）はデータラインに接続され、ゲート極
はスキャンラインに接続され、ドレイン極（第１極）は前記駆動トランジスタＤＴＦＴの
ゲート極に接続され、前記第２のスイッチトランジスタＴ２のゲート極は制御ラインに接
続され、ドレイン極（第１極）は電源ＶＤＤに接続され、ソース極（第２極）は前記補償
トランジスタＴ３のソース極（第２極）に接続され、前記補償トランジスタＴ３のゲート
極はドレイン極（第１極）に接続され、ドレイン極（第１極）は前記駆動トランジスタＤ
ＴＦＴのドレイン極（第１極）に接続され、ソース極（第２極）は第２のスイッチトラン
ジスタＴ２のソース極（第２極）に接続され、前記第５のスイッチトランジスタＴ５のゲ
ート極は制御ラインに接続され、ドレイン極（第１極）は前記駆動トランジスタＤＴＦＴ
のソース極（第２極）に接続され、ソース極（第２極）はグランドに接続され、前記蓄積
コンデンサＣｓｔの第１極板は駆動トランジスタＤＴＦＴのゲート極に接続され、第２極
板は補償トランジスタＴ３のソース極（第２極）に接続される。 　 
【００１４】
　説明すべきことは、本実施例において、補償トランジスタＴ３は一つのダイオードに相
当し、そのドレイン極（第１極）は、ゲート極に接続された後は当該ダイオードの正極に
相当し、駆動トランジスタＤＴＦＴのドレイン極（第１極）に接続され、ソース極は当該
ダイオードの負極に相当し、第２のスイッチトランジスタＴ２のソース極（第２極）に接
続される。
【００１５】
　なお、本実施例において、スキャンライン、制御ライン、データラインはそれぞれ異な
る信号を伝送し、スキャンラインにおいて伝送するスキャン信号をＶｓｃａｎとし、制御
ラインにおいて伝送される制御信号をＥＭとして、データラインにおいて伝送されるデー
タ信号をＶｄａｔａとする。
【００１６】
　以下、図２－４を用いて図１に示す画素回路の作業プロセスを詳しく説明する。駆動す
るとき、図１に示す画素回路は補償段階とジャンプ発光段階の二つの駆動段階を有する。
図２は図１に示す画素回路を駆動するときの各信号ラインのシーケンス図である。図２に
示すように、図において、補償段階とジャンプ発光段階をそれぞれ（丸１）と（丸２）に
対応させて表示する。図１に示す画素回路の駆動方法は具体的には以下のとおりである。
【００１７】
　第１の段階：補償段階。補償段階において、スキャン信号Ｖｓｃａｎは高レベルであり
、制御信号ＥＭは低レベルである。第１のスイッチトランジスタＴ１は入力されるスキャ
ン信号Ｖｓｃａｎが高レベルであるためオンになり、第２のスイッチトランジスタＴ２と
第５のスイッチトランジスタＴ５は制御信号ＥＭが低レベルであるためオフになる。補償
トランジスタＴ３は補償段階において正方向オン状態になる。このとき、図１に示す画素
回路は図３に示す回路構造と等価である。
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【００１８】
　図１と図３によれば、補償段階において、第１のスイッチトランジスタＴ１がオンにな
り、データ信号Ｖｄａｔａは第１のスイッチトランジスタＴ１を通じて駆動トランジスタ
ＤＴＦＴのゲート極に入力され、且つ蓄積コンデンサＣｓｔに充電して駆動トランジスタ
ＤＴＦＴのゲート極に入力されたデータ信号Ｖｄａｔａを保持させる。充電が完了した後
、Ａ点の電圧ＶＡはデータ信号Ｖｄａｔａとなり、即ち
　ＶＡ　＝　Ｖｄａｔａ　　　　　　　　　　　　　　　（１）
となり、Ｂ点の電圧は電源電圧ＶＤＤから発光デバイスＯＬＥＤの閾値電圧Ｖｏｔｈを引
いて、更に補償トランジスタＴ３の閾値電圧Ｖｔｈ３を引いたもの、即ち
　ＶＢ　＝　ＶＤＤ－Ｖｏｔｈ―Ｖｔｈ３　　　　　　　（２）
となり、したがって蓄積コンデンサＣｓｔの両極板の間の電圧は
　ＶＡＢ　＝　ＶＡ－ＶＢ　＝　Ｖｄａｔａ－（ＶＤＤ－Ｖｏｔｈ―Ｖｔｈ３）
　　　　　　＝　Ｖｄａｔａ－ＶＤＤ＋Ｖｏｔｈ＋Ｖｔｈ３　　　　（３）
となる。
【００１９】
　同時に、第２のスイッチトランジスタＴ２のゲート極に入力される制御信号ＥＭは低レ
ベルであるため、第２のスイッチトランジスタＴ２はオフになり、よって蓄積コンデンサ
Ｃｓｔと電源ＶＤＤとを切断することができ、発光デバイスＯＬＥＤと補償トランジスタ
Ｔ３の正方向のオンを保証でき、第５のスイッチトランジスタＴ５のゲート極に入力され
る制御信号ＥＭは低レベルであるため、第５のスイッチトランジスタＴ５はオフになり、
よって駆動トランジスタＤＴＦＴとグランドＧＮＤとを切断することができ、駆動トラン
ジスタＤＴＦＴのゲート極に入力されるデータ信号Ｖｄａｔａが、第５のスイッチトラン
ジスタＴ５を通じてグランドＧＮＤに接続されて損なうのを防ぐ。
【００２０】
　第２の段階：ジャンプ発光段階。ジャンプ発光段階において、スキャン信号Ｖｓｃａｎ
は低レベルであり、制御信号ＥＭは高レベルである。第１のスイッチトランジスタＴ１は
入力されるスキャン信号Ｖｓｃａｎが低レベルであるためオフになり、第２のスイッチト
ランジスタＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ５は制御信号ＥＭが高レベルであるため
オンになる。補償トランジスタＴ３はジャンプ発光段階において逆方向オフ状態になる。
このとき、図１に示す画素回路は図４に示す回路構造と等価である。
【００２１】
　図１と図４によれば、第１のスイッチトランジスタＴ１のゲート極に入力されるスキャ
ン信号Ｖｓｃａｎは低レベルであり、第１のスイッチトランジスタＴ１がオフになり、こ
うして駆動トランジスタＤＴＦＴのゲート極とデータラインが隔離し、駆動トランジスタ
ＤＴＦＴが発光デバイスＯＬＥＤに対する駆動は第１のスイッチトランジスタＴ１のソー
ス極に入力されるデータ信号Ｖｄａｔａの変化によって影響されなくなる。
【００２２】
　同時に、第２のスイッチトランジスタＴ２のゲート極に入力される制御信号ＥＭは高レ
ベルであるため、第２のスイッチトランジスタＴ２はオンになり、よって蓄積コンデンサ
Ｃｓｔと電源ＶＤＤとを接続し、よってＢ点の電圧ＶＢは瞬時にＶＤＤに変わる。物理の
知識から分かるように、コンデンサの両極板の間の電圧は瞬時に変化することはなく、し
たがって、ジャンプ発光段階において、Ｂ点の電圧ＶＢがＶＤＤに変化したばかりのとき
は、式（３）は依然として成立する。よって、このときのＡ点の電圧ＶＡはＢ点の電圧Ｖ
ＢにＡ点とＢ点の間の電圧ＶＡＢを加えたもの、即ち、
　ＶＡ　＝　ＶＢ＋ＶＡＢ＝ＶＤＤ＋（Ｖｄａｔａ－ＶＤＤ＋Ｖｏｔｈ＋Ｖｔｈ３）
　　　　＝　Ｖｄａｔａ＋Ｖｏｔｈ＋Ｖｔｈ３　　　　　　　　（４）
となる。
【００２３】
　同時に、第５のスイッチトランジスタＴ５のゲート極に入力される制御信号ＥＭは高レ
ベルであるため、第５のスイッチトランジスタＴ５はオンになり、よって駆動トランジス
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タＤＴＦＴとグランドＧＮＤとを接続される。このとき、駆動トランジスタＤＴＦＴは飽
和状態で作業し、駆動トランジスタＤＴＦＴのソース極、ドレイン極に流れる電流Ｉ即ち
発光デバイスＯＬＥＤを駆動する駆動電流Ｉは、駆動トランジスタＤＴＦＴのゲート極と
ソース極の間の電圧Ｖｇｓの変化に伴い変化し、具体的な関係は式（５）に示すとおりで
ある。駆動トランジスタＤＴＦＴはＯＬＥＤの発光の駆動を開始する。
　Ｉ＝Ｋ（Ｖｇｓ－Ｖｔｈ）２　　　　　　　　　　　（５）
ただし、Ｖｇｓは駆動トランジスタＤＴＦＴのゲート・ソース電圧であり、本実施例にお
いて、
　Ｖｇｓ＝ＶＡ－０＝Ｖｄａｔａ＋Ｖｏｔｈ＋Ｖｔｈ３　　　　　　（６）
Ｋ＝μｅｆｆ＊Ｃｏｘ＊（Ｗ／Ｌ）／２となり、ただし、μｅｆｆはＤＴＦＴの有効キャ
リヤ移動度を示し、Ｃｏｘは駆動トランジスタＤＴＦＴのゲート絶縁層誘電率を示し、Ｗ
／Ｌはチャネル幅とチャネル長の比を示し、ただしＷはチャネル幅を示し、Ｌはチャネル
長を示す。同一の構造において、Ｗ、Ｌ、Ｃｏｘ、μｅｆｆは比較的安定しているため、
Ｋは定数とみなすことができる。
【００２４】
　したがって、式（６）を式（５）にはめ込めば、本実施例における駆動トランジスタＤ
ＴＦＴに流れる電流は、
　Ｉ＝Ｋ（Ｖｄａｔａ＋Ｖｏｔｈ＋Ｖｔｈ３－Ｖｔｈ）２　　　　　　　　（７）
となる。
【００２５】
　式（７）から分かるように、駆動トランジスタＤＴＦＴの電流Ｉはデータ信号Ｖｄａｔ
ａ及び定数Ｋと関係するほか、補償トランジスタＴ３の閾値電圧Ｖｔｈ３、駆動トランジ
スタＤＴＦＴの閾値電圧Ｖｔｈ及び発光デバイスＯＬＥＤの閾値電圧Ｖｏｔｈと関係する
。低温ポリシリコン（Ｌｏｗ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｐｏｌｙ－ｓｉｌｉｃｏｎ：Ｌ
ＴＰＳ）技術の近距離秩序の原理に基づき、近距離内の薄膜トランジスタは均一であると
みなすことができ、即ち近距離であり、構造が同一である薄膜トランジスタの特性はほぼ
同一である。したがって、本実施例において、補償トランジスタＴ３と駆動トランジスタ
ＤＴＦＴの位置がとても近いことが好ましく、短距離内とになされるため、補償トランジ
スタＴ３の閾値電圧Ｖｔｈ３と駆動トランジスタＤＴＦＴの閾値電圧Ｖｔｈがほぼ同一と
なり、即ちＶｔｈ３－Ｖｔｈ＝０となり、こうして、式（７）によれば、駆動トランジス
タＤＴＦＴに流れる電流は、
　Ｉ＝Ｋ（Ｖｄａｔａ＋Ｖｏｔｈ）２　　　　　　　（８）
となり、すなわち駆動トランジスタＤＴＦＴに流れる電流Ｉはデータ信号Ｖｄａｔａと発
光デバイスＯＬＥＤの閾値電圧Ｖｏｔｈのみと関係する。
【００２６】
　こうして、本発明の実施例に係る画素回路は、一方で、駆動電流Ｉは駆動トランジスタ
ＤＴＦＴの閾値電圧Ｖｔｈと関係が無く、バークボードの製造技術の原因及び長時間作業
による駆動トランジスタＤＴＦＴの閾値電圧のオフセットに起因する駆動電流Ｉ即ち発光
デバイスＯＬＥＤに流れる電流の差異を防止し、よって発光デバイスの発光輝度の均一性
を有効的に向上させる。
【００２７】
　他方で、式（８）によれば、本発明の実施例に係る画素回路は駆動トランジスタＤＴＦ
Ｔの閾値電圧Ｖｔｈのオフセットによる駆動電流Ｉの差異を補償するだけでなく、また、
駆動電流Ｉが発光デバイスＯＬＥＤの閾値電圧Ｖｏｔｈとも関係するため、発光デバイス
ＯＬＥＤの閾値電圧Ｖｏｔｈが高めまたは低めであることによる発光デバイスＯＬＥＤに
流れる電流の差異をも補償することができ、発光デバイスの発光輝度の均一性を更に向上
させることができる。なぜなら、式（８）によれば、本発明の実施例に係る画素回路にお
いて、駆動電流Ｉは発光デバイスＯＬＥＤの閾値電圧Ｖｏｔｈの減少に伴い減少し、こう
してＯＬＥＤが老化し、閾値電圧Ｖｏｔｈが上昇した場合は、駆動電流Ｉもこれに応じて
上昇し、閾値電圧Ｖｏｔｈの上昇による駆動電流Ｉの減少を補償する。
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【００２８】
　説明すべきことは、本実施例において、補償段階では駆動トランジスタＤＴＦＴは発光
デバイスＯＬＥＤの発光を駆動していないが、発光デバイスＯＬＥＤは蓄積コンデンサＣ
ｓｔの充電回路にあるため、データ信号Ｖｄａｔａが駆動トランジスタＤＴＦＴのゲート
極に入力され、蓄積コンデンサに充電するときは、ＯＬＥＤは一定光を発する。
【００２９】
　上記の実施例において、駆動トランジスタＤＴＦＴ、補償トランジスタＴ３及び各スイ
ッチトランジスタはいずれもＮ型薄膜トランジスタであるが、本発明はこれに限定されな
い。以下の条件を満たせば、上記の各Ｎ型薄膜トランジスタの全部または一部をＰ型薄膜
トランジスタに替えることができる。
【００３０】
　まず、補償トランジスタＴ３と駆動トランジスタＤＴＦＴは同じ類型の薄膜トランジス
タである条件、即ちいずれもＮ型であるかいずれもＰ型である条件を満たさなければなら
ない。なぜなら、上記の本発明の実施例の二つの作業段階を分析して分かるように、補償
トランジスタＴ３は、駆動トランジスタＤＴＦＴの駆動電流Ｉと駆動トランジスタのオン
電圧Ｖｔｈを無関係にさせるための補償電圧を提供するためのものである。したがって補
償トランジスタＴ３が提供する補償電圧Ｖｔｈ３は駆動トランジスタＤＴＦＴのオン電圧
Ｖｔｈと等しいことが要求される、このような効果を達するため、補償トランジスタＴ３
と駆動トランジスタＤＴＦＴは同一の構造を有し、ＬＴＰＳ技術の近距離秩序の条件を満
たすためのとても近い距離になければならない。
【００３１】
　次に、第２のスイッチトランジスタＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ５が同じ類型
の薄膜トランジスタである条件、即ちいずれもＮ型であるかいずれもＰ型である条件を満
たさなければならない。なぜなら、第２のスイッチトランジスタＴ２と第５のスイッチト
ランジスタＴ５は同時にオンまたはオフにならなければならず、これらのオン、オフはい
ずれも制御ライン上の制御信号ＥＭによって制御される。
【００３２】
　説明すべきことは、Ｐ型薄膜トランジスタとＮ型薄膜トランジスタとではオンまたはオ
フの条件が異なるため、上記実施例においてＮ型薄膜トランジスタに替わってＰ型薄膜ト
ランジスタを使用する場合、当該画素回路の機能が正常に実現するのを保証するため、相
応の薄膜トランジスタのゲート極に入力する、例えば第１のスイッチトランジスタＴ１に
入力するスキャン信号Ｖｓｃａｎ、第２のスイッチトランジスタＴ２、第５のスイッチト
ランジスタＴ５のゲート極に入力する制御信号ＥＭ、及び駆動トランジスタＤＴＦＴのゲ
ート極に入力されるデータ信号Ｖｄａｔａなどの信号は、いずれも相応の調整をする必要
がある。以下に具体的な実施例を用いて詳しく説明する。
【００３３】
　図５に示すように、本発明のもう一つの実施例において、画素回路は、発光デバイスＯ
ＬＥＤと、駆動トランジスタＤＴＦＴと、蓄積コンデンサＣｓｔと、第１のスイッチトラ
ンジスタＴ１と、第２のスイッチトランジスタＴ２と、補償トランジスタＴ３と、第５の
スイッチトランジスタＴ５とを有する。このうち、前記駆動トランジスタＤＴＦＴ、補償
トランジスタＴ３はＰ型薄膜トランジスタであり、第１のスイッチトランジスタＴ１、第
２のスイッチトランジスタＴ２、第５のスイッチトランジスタＴ５はいずれもＮ型薄膜ト
ランジスタであり、且つ各薄膜トランジスタはいずれもソース極と、ドレイン極と、ゲー
ト極とを有する。
【００３４】
　発光デバイスＯＬＥＤの一端は電源ＶＤＤに接続され、前記駆動トランジスタＤＴＦＴ
のソース極（第１極）は前記発光デバイスＯＬＥＤの他端に接続され、ドレイン極（第２
極）は前記第５のスイッチトランジスタＴ５のドレイン極（第１極）に接続され、ゲート
極は前記第１のスイッチトランジスタＴ１のドレイン極（第１極）に接続され、前記第１
のスイッチトランジスタＴ１のソース極（第２極）はデータラインに接続され、ゲート極
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はスキャンラインに接続され、ドレイン極（第１極）は前記駆動トランジスタＤＴＦＴの
ゲート極に接続され、前記第２のスイッチトランジスタＴ２のゲート極は制御ラインに接
続され、ドレイン極（第１極）は電源ＶＤＤに接続され、ソース極（第２極）は前記補償
トランジスタＴ３のドレイン極（第２極）に接続され、前記補償トランジスタＴ３のゲー
ト極はドレイン極（第２極）に接続され、ソース極（第１極）は前記駆動トランジスタＤ
ＴＦＴのソース極（第１極）に接続され、ドレイン極（第２極）は第２のスイッチトラン
ジスタＴ２のソース極（第２極）に接続され、前記第５のスイッチトランジスタＴ５のゲ
ート極は制御ラインに接続され、ドレイン極（第１極）は前記駆動トランジスタＤＴＦＴ
のドレイン極（第２極）に接続され、ソース極（第２極）はグランドに接続され、前記蓄
積コンデンサＣｓｔの第１極板は駆動トランジスタＤＴＦＴのゲート極に接続され、第２
極板は補償トランジスタＴ３のドレイン極（第２極）に接続される。
【００３５】
　図１に示す実施例に比べ、本実施例では駆動トランジスタＤＴＦＴと補償トランジスタ
Ｔ３のみが図１に示す実施例と異なり、これに対応して、駆動トランジスタＤＴＦＴのゲ
ート極に入力するデータ信号Ｖｄａｔａも異なる。
【００３６】
　図１に示す実施例において、駆動トランジスタＤＴＦＴはＮ型であり、Ｎ型駆動トラン
ジスタＤＴＦＴのソース極とドレイン極に流れる電流Ｉはデータ信号Ｖｄａｔａの上昇に
伴い増大し、データ信号Ｖｄａｔａの低下に伴い減少し、本実施例において、駆動トラン
ジスタＤＴＦＴはＰ型であり、Ｐ型トランジスタＤＴＦＴのソース極とドレイン極に流れ
る電流Ｉはデータ信号Ｖｄａｔａの上昇に伴い減少し、データ信号Ｖｄａｔａの低下に伴
い増大する。したがって、同じ駆動トランジスタＤＴＦＴに流れる電流Ｉに対応する図１
に示す実施例におけるデータ信号Ｖｄａｔａと本実施例におけるデータ信号Ｖｄａｔａは
異なってもよい。
【００３７】
　説明すべきことは、上記の相違点のほか、本実施例における画素回路の他の部分は図１
に示す構造と同一であり、ここでは説明しないこととする。
【００３８】
　本実施例に係る画素回路は、Ｎ型駆動トランジスタＤＴＦＴとＮ型補償トランジスタＴ
３に替えて、対応するＰ型トランジスタを使用するが、図１に示す実施例と同一の技術効
果を実現でき、ここでは説明しないこととする。
【００３９】
　図６は本発明の実施例に係る画素回路のもう一つの回路図である。図６に示すように、
本実施例は、第２のスイッチトランジスタＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ５はＮ型
薄膜トランジスタではなく、Ｐ型薄膜トランジスタである点で図１に示す実施例と異なる
。これに対応して、第２のスイッチトランジスタＴ２のゲート極と第５のスイッチトラン
ジスタＴ５のゲート極に入力される制御信号ＥＭも図１に示す実施例と異なる。
【００４０】
　具体的には、図６に示すように、本発明の実施例に係る画素回路は、発光デバイスＯＬ
ＥＤと、駆動トランジスタＤＴＦＴと、蓄積コンデンサＣｓｔと、第１のスイッチトラン
ジスタＴ１と、第２のスイッチトランジスタＴ２と、補償トランジスタＴ３と、第５のス
イッチトランジスタＴ５とを有する。このうち、前記駆動トランジスタＤＴＦＴ、第１の
スイッチトランジスタＴ１、補償トランジスタＴ３はいずれもＮ型薄膜トランジスタであ
り、第２のスイッチトランジスタＴ２、第５のスイッチトランジスタＴ５はＰ型薄膜トラ
ンジスタであり、且つ各薄膜トランジスタはいずれもソース極と、ドレイン極と、ゲート
極とを有する。
【００４１】
　発光デバイスＯＬＥＤの一端は電源ＶＤＤに接続され、前記駆動トランジスタＤＴＦＴ
のドレイン極（第１極）は前記発光デバイスＯＬＥＤの他端に接続され、ソース極（第２
極）は前記第５のスイッチトランジスタＴ５のソース極（第１極）に接続され、ゲート極
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は前記第１のスイッチトランジスタＴ１のドレイン極（第１極）に接続され、前記第１の
スイッチトランジスタＴ１のソース極（第２極）はデータラインに接続され、ゲート極は
スキャンラインに接続され、ドレイン極（第１極）は前記駆動トランジスタＤＴＦＴのゲ
ート極に接続され、前記第２のスイッチトランジスタＴ２のゲート極は制御ラインに接続
され、ソース極（第１極）は電源ＶＤＤに接続され、ドレイン極（第２極）は前記補償ト
ランジスタＴ３のソース極（第２極）に接続され、前記補償トランジスタＴ３のゲート極
はドレイン極（第１極）に接続され、ドレイン極（第１極）は前記駆動トランジスタＤＴ
ＦＴのドレイン極（第１極）に接続され、ソース極（第２極）は第２のスイッチトランジ
スタＴ２のドレイン極（第２極）に接続され、前記第５のスイッチトランジスタＴ５のゲ
ート極は制御ラインに接続され、ソース極（第１極）は前記駆動トランジスタＤＴＦＴの
ソース極（第２極）に接続され、ドレイン極（第２極）はグランドに接続され、前記蓄積
コンデンサＣｓｔの第１極板は駆動トランジスタＤＴＦＴのゲート極に接続され、第２極
板は補償トランジスタＴ３のソース極（第２極）に接続される。
【００４２】
　本実施例において、画素回路の作業プロセスは図１に示す実施例の画素回路の作業プロ
セスと類似しており、制御信号ＥＭが第２のスイッチトランジスタＴ２と第５のスイッチ
トランジスタＴ５のオンまたはオフを制御するときのみ、図１に示す実施例と異なる。
【００４３】
　具体的には、図１に示す実施例との相違点は、本実施例において、補償段階で制御信号
ＥＭが高レベルであり、第２のスイッチトランジスタＴ２と第５のスイッチトランジスタ
Ｔ５をオフにさせる。本実施例に係る画素回路の補償段階での作業プロセスは図１－４に
示す実施例と類似しているため、ここでは説明しないこととする。
【００４４】
　これに対応して、図１に示す実施例とのもう一つの相違点は、本実施例において、ジャ
ンプ発光段階で制御信号ＥＭは低レベルであり、第２のスイッチトランジスタＴ２と第５
のスイッチトランジスタＴ５をオンにさせる。本実施例に係る画素回路のジャンプ発光段
階での作業プロセスは図１－４に示す実施例と類似しているため、ここでは説明しないこ
ととする。
【００４５】
　図７に示すように、本発明のもう一つの実施例において、画素回路は、発光デバイスＯ
ＬＥＤと、駆動トランジスタＤＴＦＴと、蓄積コンデンサＣｓｔと、第１のスイッチトラ
ンジスタＴ１と、第２のスイッチトランジスタＴ２と、補償トランジスタＴ３と、第５の
スイッチトランジスタＴ５とを有する。このうち、前記駆動トランジスタＤＴＦＴ、第２
のスイッチトランジスタＴ２、補償トランジスタＴ３、第５のスイッチトランジスタＴ５
はいずれもＮ型薄膜トランジスタであり、第１のスイッチトランジスタＴ１はＰ型薄膜ト
ランジスタであり、且つ各薄膜トランジスタはいずれもソース極と、ドレイン極と、ゲー
ト極とを有する。
【００４６】
　発光デバイスＯＬＥＤの一端は電源ＶＤＤに接続され、前記駆動トランジスタＤＴＦＴ
のドレイン極（第１極）は前記発光デバイスＯＬＥＤの他端に接続され、ソース極（第２
極）は前記第５のスイッチトランジスタＴ５のドレイン極（第１極）に接続され、ゲート
極は前記第１のスイッチトランジスタＴ１のソース極（第１極）に接続され、前記第１の
スイッチトランジスタＴ１のドレイン極（第２極）はデータラインに接続され、ゲート極
はスキャンラインに接続され、ソース極（第１極）は前記駆動トランジスタＤＴＦＴのゲ
ート極に接続され、前記第２のスイッチトランジスタＴ２のゲート極は制御ラインに接続
され、ドレイン極（第１極）は電源ＶＤＤに接続され、ソース極（第２極）は前記補償ト
ランジスタＴ３のソース極（第２極）に接続され、前記補償トランジスタＴ３のゲート極
はドレイン極（第１極）に接続され、ドレイン極（第１極）は前記駆動トランジスタＤＴ
ＦＴのドレイン極（第１極）に接続され、ソース極（第２極）は第２のスイッチトランジ
スタＴ２のソース極（第２極）に接続され、前記第５のスイッチトランジスタＴ５のゲー
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ト極は制御ラインに接続され、ドレイン極（第１極）は前記駆動トランジスタＤＴＦＴの
ソース極（第２極）に接続され、ソース極（第２極）はグランドに接続され、前記蓄積コ
ンデンサＣｓｔの第１極板は駆動トランジスタＤＴＦＴのゲート極に接続され、第２極板
は補償トランジスタＴ３のソース極（第２極）に接続される。
【００４７】
　本実施例において、画素回路の作業プロセスは図１に示す実施例における画素回路の作
業プロセスと類似しており、スキャンラインＶｓｃａｎが第１のスイッチトランジスタＴ
１のオンまたはオフを制御するときのみ、図１に示す実施例における画素回路と異なる。
【００４８】
　具体的には、補償段階でスキャン信号Ｖｓｃａｎが低レベルであり、第１のスイッチト
ランジスタＴ１をオンにさせる。本実施例に係る画素回路の補償段階での作業プロセスは
図１－４に示す実施例と類似しているため、ここでは説明しないこととする。
【００４９】
　具体的には、ジャンプ発光段階でスキャン信号Ｖｓｃａｎが高レベルであり、第１のス
イッチトランジスタＴ１をオフにさせる。本実施例に係る画素回路のジャンプ発光段階で
の作業プロセスは図１－４に示す実施例と類似しているため、ここでは説明しないことと
する。
【００５０】
　以上の実施例は、本発明の提供する画素回路の各薄膜トランジスタがいずれもＮ型の場
合、駆動トランジスタＤＴＦＴと補償トランジスタＴ３がＰ型であり、その他の各薄膜ト
ランジスタがＮ型の場合、第２のスイッチトランジスタＴ２と第５のスイッチトランジス
タＴ５がＰ型であり、その他の各薄膜トランジスタがＮ型の場合、及び第１のスイッチト
ランジスタＴ１がＰ型であり、その他の各薄膜トランジスタがＮ型の場合、をそれぞれ詳
しく説明した。しかし、本発明はこれに限らず、本発明の他の実施例において、上記各ス
イッチトランジスタ、駆動トランジスタＤＴＦＴ及び補償トランジスタＴ３がいずれもＰ
型薄膜トランジスタであってもよいし、または他の形式の一部の薄膜トランジスタがＰ型
薄膜トランジスタであり、一部の薄膜トランジスタがＮ型薄膜トランジスタである組み合
わせであっても、補償トランジスタＴ３と駆動トランジスタＤＴＦＴが同じ類型の薄膜ト
ランジスタ、すなわち共にＮ型でありまたは共にＰ型であり、同時に、第２のスイッチト
ランジスタＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ５が同じ類型の薄膜トランジスタであれ
ば足りる。
【００５１】
　図１に示す回路のいずれか又はいくつかのＮ型薄膜トランジスタをＰ型薄膜トランジス
タに替える場合、各Ｐ型薄膜トランジスタが回路における接続方法は、元のＮ型薄膜トラ
ンジスタの接続方法と類似し、半導体の物理的知識におけるＰ型トランジスタとＮ型トラ
ンジスタの各ゲート極、ドレイン極、ソース極の電位を対応関係に基づいて接続関係を適
宜調整すればよい。例えば、図１に示す実施例において、各薄膜トランジスタはいずれも
Ｎ型薄膜トランジスタであり、且つ各薄膜トランジスタの第１極はいずれもドレイン極で
あり、第２極はいずれもソース極であるが、本発明の他の実施例において、いずれかの薄
膜トランジスタをＮ型からＰ型に替える場合は、その接続関係は依然として図１に示す実
施例における薄膜トランジスタの第１極と第２極の接続関係の説明を用いてもよいが、具
体的に、第１極と第２極が表すものが当該薄膜トランジスタのソース極であるか、ドレイ
ン極であるかは異なる類型の薄膜トランジスタで異なる場合がある。
【００５２】
　図１に示す実施例において、補償トランジスタＴ３以外の薄膜トランジスタをＮ型薄膜
トランジスタからＰ型薄膜トランジスタに替える場合、第１極は当該Ｐ型薄膜トランジス
タのソース極に対応し、第２極は当該Ｐ型薄膜トランジスタのドレイン極に対応し、補償
トランジスタＴ３については、そのゲート極は常にドレイン極に接続されているため、Ｔ
３がＮ型薄膜トランジスタであるときはゲート極はドレイン極（第１極）に接続され、Ｔ
３がＰ型薄膜トランジスタであるときはゲート極はドレイン極（第２極）に接続され、こ
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のときの補償トランジスタＴ３は一つのダイオードに相当し、そのドレイン極とゲート極
が接続された後は当該ダイオードの一極に相当し、ソース極は当該ダイオードの他方の極
に相当する。回路を接続するとき、ダイオードの正方向バイアスまたは逆方向バイアスの
要求に基づいて対応する電極を回路の高い方の電位または低い方の電位に接続すればよい
。
【００５３】
　説明すべきことは、本発明の実施例に係る回路構造は図１に示す実施例と類似しており
、相違点は各薄膜トランジスタがＮ型であるかＰ型であるか違いにより、これに対応して
回路における接続も微調整し、どのような変化に対しても、上記実施例における補償段階
とジャンプ発光段階の回路の機能が正常に発揮することを補償できればよい。
【００５４】
　更に、図８に示すように、本発明の他の実施例において、画素回路は第４のスイッチト
ランジスタＴ４を有してもよい。説明すべきことは、第４のスイッチトランジスタＴ４以
外は、本実施例における画素回路は図１に示す実施例における画素回路と同一である。
【００５５】
　具体的には、第４のスイッチトランジスタＴ４のゲート極はスキャンラインに接続され
、ドレイン極（第１極）は第２のスイッチトランジスタＴ２のドレイン極（第１極）に接
続され、ソース極（第２極）は駆動トランジスタＤＴＦＴのソース極（第１極）に接続さ
れ、第４のスイッチトランジスタＴ４は第１のスイッチトランジスタＴ１と同じ類型であ
り、即ち共にＮ型薄膜トランジスタであるか、又は共にＰ型薄膜トランジスタである。発
光デバイスＯＬＥＤ，駆動トランジスタＤＴＦＴ，蓄積コンデンサＣｓｔ、第１のスイッ
チトランジスタＴ１、第２のスイッチトランジスタＴ２、補償トランジスタＴ３、第５の
スイッチトランジスタＴ５の接続については、図１に示す実施例の詳細な説明を参照でき
るため、ここでは説明しないこととする。
【００５６】
　以下図２、図８－１０を用いて本発明における画素回路の作業工程を詳しく説明する。
【００５７】
　図２に示す信号のシーケンスのもとで、図８に示す画素回路の作業プロセスは同じく二
つの段階に分けられる。
【００５８】
　第１の段階：補償段階。補償段階において、スキャン信号Ｖｓｃａｎは高レベルであり
、制御信号ＥＭは低レベルであり、図８に示す画素回路が図９に示すような回路構造と等
価である。図８と図９によれば、第１のスイッチトランジスタＴ１と第４のスイッチトラ
ンジスタＴ４はＮ型薄膜トランジスタであり、第１のスイッチトランジスタＴ１と第４の
スイッチトランジスタＴ４のゲート極に入力されるスキャン信号Ｖｓｃａｎが高レベルで
あるため、第１のスイッチトランジスタＴ１と第４のスイッチトランジスタＴ４はオンに
なる。第２のスイッチトランジスタＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ５もＮ型薄膜ト
ランジスタであり、これらに入力する制御信号ＥＭが低レベルであるため、第２のスイッ
チトランジスタＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ５はオフになる。
【００５９】
　具体的には、第４のスイッチトランジスタＴ４がオンになった後、発光デバイスＯＬＥ
Ｄはオンになった第４のスイッチトランジスタＴ４によってショートされるため、図１に
示す実施例と異なり、本実施例において、当該段階では発光デバイスＯＬＥＤに電流が流
れず、発光デバイスＯＬＥＤは発光しない。第１のスイッチトランジスタＴ１がオンにな
った後、データ信号Ｖｄａｔａは第１のスイッチトランジスタＴ１を通じて駆動トランジ
スタＤＴＦＴのゲート極に入力され、且つ蓄積コンデンサＣｓｔに充電して駆動トランジ
スタＤＴＦＴのゲート極に入力されたデータ信号Ｖｄａｔａを保持させる。
【００６０】
　充電が完了した後、Ａ点の電圧ＶＡはデータ信号Ｖｄａｔａとなり、即ち
　ＶＡ　＝　Ｖｄａｔａ　　　　　　　　　　　　（９）
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となり、Ｂ点の電圧ＶＢは電源電圧ＶＤＤから補償トランジスタＴ３の閾値電圧Ｖｔｈ３
を引いたもの、即ち
　ＶＢ　＝　ＶＤＤ―Ｖｔｈ３　　　　　　　　（１０）
となり、したがって蓄積コンデンサＣｓｔの両極板の間の電圧は
　ＶＡＢ　＝　ＶＡ－ＶＢ　＝　Ｖｄａｔａ－（ＶＤＤ―Ｖｔｈ３）
　　　　　　＝　Ｖｄａｔａ－ＶＤＤ＋Ｖｔｈ３　　　　　　　（１１）
となる。
【００６１】
　このとき、第２のスイッチトランジスタＴ２は、入力される低レベルの制御信号ＥＭに
より、蓄積コンデンサＣｓｔと電源ＶＤＤとを切断し、発光デバイスＯＬＥＤと補償トラ
ンジスタＴ３の正方向のオンを保証する。第５のスイッチトランジスタＴ５は、入力され
る低レベルの制御信号ＥＭにより、駆動トランジスタＤＴＦＴとグランドＧＮＤとを切断
し、駆動トランジスタＤＴＦＴのゲート極に入力されるデータ信号Ｖｄａｔａが、第５の
スイッチトランジスタＴ５を通じてグランドＧＮＤに接続されて損なうのを防ぐ。
【００６２】
　第２の段階：ジャンプ発光段階。ジャンプ発光段階において、スキャン信号Ｖｓｃａｎ
は低レベルであり、制御信号ＥＭは高レベルである。このときの図８に示す画素回路は図
１０に示すような回路構造と等価である。
【００６３】
　図８と図１０によれば、第１のスイッチトランジスタＴ１はゲート極に入力されるスキ
ャン信号Ｖｓｃａｎが低レベルであることによりオフになり、駆動トランジスタＤＴＦＴ
のゲート極と第１のスイッチトランジスタＴ１のソース極、即ちデータラインＶｄａｔａ
の入力端とを隔離させる。こうして駆動トランジスタＤＴＦＴが発光デバイスＯＬＥＤに
対する駆動は第１のスイッチトランジスタＴ１のソース極の信号変化によって影響されな
くなる。同時に、第４のスイッチトランジスタＴ４は入力されるスキャン信号Ｖｓｃａｎ
が低レベルによりオフになり、こうして発行デバイスＯＬＥＤはショートされず、これに
より発光デバイスＯＬＥＤの発光を駆動することができる。
【００６４】
　同時に、第２のスイッチトランジスタＴ２は制御信号ＥＭが高レベルであることにより
、オンになり、蓄積コンデンサＣｓｔの上極板は電源ＶＤＤと直接接続され、よってＢ点
の電圧ＶＢは瞬時にＶＤＤにジャンプする。物理の知識から分かるように、コンデンサの
両極板の間の電圧は瞬時に変化することはなく、したがって、Ｂ点の電圧ＶＢがＶＤＤに
ジャンプしたばかりのときは、式（１１）は依然として成立する。よって、このときのＡ
点の電圧ＶＡはＢ点の電圧ＶＢにＡ点とＢ点の間の電圧ＶＡＢを加えたもの、即ち、
　ＶＡ　＝　ＶＢ＋ＶＡＢ＝ＶＤＤ＋（Ｖｄａｔａ－ＶＤＤ＋Ｖｔｈ３）
　　　　＝　Ｖｄａｔａ＋Ｖｔｈ３　　　　　　　（１２）
となる。
【００６５】
　第５のスイッチトランジスタＴ５は制御信号ＥＭは高レベルであることによりオンにな
り、よって駆動トランジスタＤＴＦＴのソース極はグランドＧＮＤと直接接続される。こ
のとき、駆動トランジスタＤＴＦＴはＯＬＥＤの発光の駆動を開始する。駆動トランジス
タＤＴＦＴのゲート・ソース電圧は、
　Ｖｇｓ＝ＶＡ－０＝Ｖｄａｔａ＋Ｖｔｈ３　　　　　　（１３）
であり、式（５）と式（１３）により、本実施例において、駆動トランジスタＤＴＦＴに
流れる電流は、
　Ｉ＝Ｋ（Ｖｇｓ＋Ｖｔｈ３－Ｖｔｈ）２　　　　　　　　（１４）
となる。
【００６６】
　前述した実施例の原理と類似するように、補償トランジスタＴ３が駆動トランジスタＤ
ＴＦＴの位置がとても近いとき、補償トランジスタＴ３の閾値電圧Ｖｔｈ３と駆動トラン
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ジスタＤＴＦＴの閾値電圧Ｖｔｈはほぼ同一となり、即ちＶｔｈ３－Ｖｔｈ＝０となる。
よって、式（１４）は
　Ｉ＝Ｋ・Ｖｄａｔａ２　　　　　　　　　　　　（１５）
によって表すことができる。
【００６７】
　ただし、Ｋの意義は前述した実施例と同一であり、定数とみなすことができる。こうし
て、駆動トランジスタＤＴＦＴに流れる電流はデータ信号Ｖｄａｔａにのみ関連し、駆動
トランジスタＤＴＦＴの閾値電圧Ｖｔｈとは無関係になり、したがってバークボードの製
造技術の原因及び長時間作業による駆動トランジスタＤＴＦＴの閾値電圧のオフセットに
起因する駆動電流Ｉ即ち発光デバイスＯＬＥＤに流れる電流の差異を防止し、よって発光
デバイスの発光輝度の均一性を有効的に向上させる。
【００６８】
　また、本実施例において、第４のスイッチトランジスタＴ４は補償段階で発光デバイス
ＯＬＥＤをショートし、即ち補償段階で発光デバイスＯＬＥＤに電流が流れず、発光デバ
イスＯＬＥＤは発光しないため、発光デバイスＯＬＥＤが補償段階で点滅するのを防ぐ。
【００６９】
　説明すべきことは、本実施例はＯＬＥＤを例にとって説明しているが、本発明の実施例
に係る発光デバイスは他の本発明の実施例における画素回路を用いて駆動できる発光デバ
イスであってもよく、本発明はこれに限定されない。
【００７０】
　更に説明すべきことは、本発明において、図１に示す実施例のみ、即ち各薄膜トランジ
スタがいずれもＮ型薄膜トランジスタである実施例を基に、第４のスイッチトランジスタ
Ｔ４を追加して説明したが、本発明はこれに限定されない。本発明の他の実施例において
、各薄膜トランジスタは、以下の条件を満たせば、全部または一部をＰ型薄膜トランジス
タに替えることができる。その条件とは、補償トランジスタＴ３と駆動トランジスタＤＴ
ＦＴは同じ類型の薄膜トランジスタであり、第４のスイッチトランジスタＴ４と第１のス
イッチトランジスタＴ１は同じ類型の薄膜トランジスタであり、第２のスイッチトランジ
スタＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ５は同じ類型の薄膜トランジスタであればよい
。ここで、同じ類型の薄膜トランジスタとは、共にＮ型薄膜トランジスタであるか、ある
いは共にＰ型薄膜トランジスタであることをいう。
【００７１】
　前述した画素回路に対応して、図１１に示すように、更に、本発明の実施例は画素回路
の駆動方法であって、第１のスイッチトランジスタＴ１をオンにし、同時に第２のスイッ
チトランジスタＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ５をオフにして、データラインにお
けるデータ信号Ｖｄａｔａが第１のスイッチトランジスタＴ１を通じて蓄積コンデンサＣ
ｓｔの第１の極板に充電するようにし、電源ＶＤＤが発光デバイスＯＬＥＤと補償トラン
ジスタＴ３を通じて蓄積コンデンサＣｓｔの第２の極板に充電するようにするＳ１１と、
第１のスイッチトランジスタＴ１をオフにし、同時に第２のスイッチトランジスタＴ２と
第５のスイッチトランジスタＴ５をオンにして、発光デバイスＯＬＥＤが電源ＶＤＤによ
り提供される、発光デバイスＯＬＥＤ、駆動トランジスタＤＴＦＴ、第５のスイッチトラ
ンジスタＴ５に順次流れる電流によって発光されるようにするＳ１２とを有する画素回路
の駆動方法を提供する。
【００７２】
　本発明の実施例に係る画素回路の駆動方法は、補償トランジスタＴ３、蓄積コンデンサ
と複数のスイッチトランジスタによって回路の開閉及び充放電を制御し、画素回路に対す
る駆動を二つの段階に分けることにより、駆動トランジスタＤＴＦＴを駆動トランジスタ
ＤＴＦＴの閾値電圧Ｖｔｈと無関係にさせ、駆動トランジスタＤＴＦＴの閾値電圧Ｖｔｈ
の不一致またはオフセットによる発光デバイスに流れる電流の差異を補償し、したがって
発光デバイスの発光輝度の均一性を向上させることができる。
【００７３】
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　同時に、ＯＬＥＤなどの発光デバイスのオン電圧Ｖｏｔｈはジャンプ発光段階で駆動ト
ランジスタＤＴＦＴのゲート極と第２極の間に印加されてもよく、よって発光デバイスＯ
ＬＥＤの閾値電圧の上昇による発光デバイスＯＬＥＤに流れる電流の差異を補償すること
ができる。
【００７４】
　説明すべきことは、本実施例において、発光デバイスはＯＬＥＤであるが、本発明はこ
れに限定されず、他の本発明の実施例に係る画素回路によって駆動できる発光デバイスで
あってもよく、本発明はこれを制限しない。
【００７５】
　オプションとして、本発明の一つの実施例において、第１のスイッチトランジスタＴ１
、第２のスイッチトランジスタＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ５をいずれもＮ型薄
膜トランジスタとし、これらの第１極をドレイン極とし、第２極をソース極とする。ステ
ップＳ１１について、本発明の実施例に係る画素回路の駆動方法は、スキャンラインを通
じて高レベルを第１のスイッチトランジスタＴ１のゲート極に入力して第１のスイッチト
ランジスタＴ１をオンにし、同時に制御ラインを通じて低レベルを第２のスイッチトラン
ジスタＴ２のゲート極と第５のスイッチトランジスタＴ５のゲート極に入力して第２のス
イッチトランジスタＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ５をオフにすることができ、こ
れに対応して、ステップＳ１２については、スキャンラインを通じて低レベルを第１のス
イッチトランジスタＴ１のゲート極に入力して第１のスイッチトランジスタＴ１をオフに
し、同時に制御ラインを通じて高レベルを第２のスイッチトランジスタＴ２のゲート極と
第５のスイッチトランジスタＴ５のゲート極に入力して第２のスイッチトランジスタＴ２
と第５のスイッチトランジスタＴ５をオンにすることができる。
【００７６】
　オプションとして、本発明のもう一つの実施例において、第１のスイッチトランジスタ
Ｔ１をＮ型薄膜トランジスタとし、その第１極をドレイン極とし、第２極をソース極とし
、第２のスイッチトランジスタＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ５をいずれもＰ型薄
膜トランジスタとし、第２のスイッチトランジスタＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ
５の第１極をソース極とし、第２極をドレイン極とする。ステップＳ１１について、本発
明の実施例に係る画素回路の駆動方法は、スキャンラインを通じて高レベルを第１のスイ
ッチトランジスタＴ１のゲート極に入力して第１のスイッチトランジスタＴ１をオンにし
、同時に制御ラインを通じて高レベルを第２のスイッチトランジスタＴ２のゲート極と第
５のスイッチトランジスタＴ５のゲート極に入力して第２のスイッチトランジスタＴ２と
第５のスイッチトランジスタＴ５をオフにすることができ、これに対応して、ステップＳ
１２については、スキャンラインを通じて低レベルを第１のスイッチトランジスタＴ１の
ゲート極に入力して第１のスイッチトランジスタＴ１をオフにし、同時に制御ラインを通
じて低レベルを第２のスイッチトランジスタＴ２のゲート極と第５のスイッチトランジス
タＴ５のゲート極に入力して第２のスイッチトランジスタＴ２と第５のスイッチトランジ
スタＴ５をオンにすることができる。
【００７７】
　オプションとして、本発明のもう一つの実施例において、第１のスイッチトランジスタ
Ｔ１をＰ型薄膜トランジスタとし、第１のスイッチトランジスタＴ１の第１極をソース極
とし、第２極をドレイン極とし、第２のスイッチトランジスタＴ２と第５のスイッチトラ
ンジスタＴ５をいずれもＮ型薄膜トランジスタとし、これらの第１極をドレイン極とし、
第２極をソース極とする。
【００７８】
　ステップＳ１１について、本発明の実施例に係る画素回路の駆動方法は、スキャンライ
ンを通じて低レベルを第１のスイッチトランジスタＴ１のゲート極に入力して第１のスイ
ッチトランジスタＴ１をオンにし、同時に制御ラインを通じて低レベルを第２のスイッチ
トランジスタＴ２のゲート極と第５のスイッチトランジスタＴ５のゲート極に入力して第
２のスイッチトランジスタＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ５をオフにすることがで



(18) JP 6039690 B2 2016.12.7

10

20

30

40

50

き、これに対応して、ステップＳ１２については、スキャンラインを通じて高レベルを第
１のスイッチトランジスタＴ１のゲート極に入力して第１のスイッチトランジスタＴ１を
オフにし、同時に制御ラインを通じて高レベルを第２のスイッチトランジスタＴ２のゲー
ト極と第５のスイッチトランジスタＴ５のゲート極に入力して第２のスイッチトランジス
タＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ５をオンにすることができる。
【００７９】
　オプションとして、本発明の一つの実施例において、第１のスイッチトランジスタＴ１
、第２のスイッチトランジスタＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ５をいずれもＰ型薄
膜トランジスタとする。ステップＳ１１について、本発明の実施例に係る画素回路の駆動
方法は、スキャンラインを通じて低レベルを第１のスイッチトランジスタＴ１のゲート極
に入力して第１のスイッチトランジスタＴ１をオンにし、同時に制御ラインを通じて高レ
ベルを第２のスイッチトランジスタＴ２のゲート極と第５のスイッチトランジスタＴ５の
ゲート極に入力して第２のスイッチトランジスタＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ５
をオフにすることができ、これに対応して、ステップＳ１２については、スキャンライン
を通じて高レベルを第１のスイッチトランジスタＴ１のゲート極に入力して第１のスイッ
チトランジスタＴ１をオフにし、同時に制御ラインを通じて低レベルを第２のスイッチト
ランジスタＴ２のゲート極と第５のスイッチトランジスタＴ５のゲート極に入力して第２
のスイッチトランジスタＴ２と第５のスイッチトランジスタＴ５をオンにすることができ
る。
【００８０】
　更に、本発明のもう一つの実施例において、ステップＳ１１において、前記第１のスイ
ッチトランジスタＴ１をオンにするのを第１のスイッチトランジスタＴ１と第４のスイッ
チトランジスタＴ４を同時にオンにする、とすることができ、
【００８１】
　具体的には、第１のスイッチトランジスタＴ１と第４のスイッチトランジスタＴ４を同
時にオンにし、同時に第２のスイッチトランジスタＴ２のゲート極と第５のスイッチトラ
ンジスタＴ５をオフにし、データライン即ちデータ信号Ｖｄａｔａがある信号ラインに、
第１のスイッチトランジスタＴ１を通じて蓄積コンデンサＣｓｔの第１極板を充電させ、
電源ＶＤＤに第４のスイッチトランジスタＴ４と補償トランジスタＴ３を通じて蓄積コン
デンサＣｓｔの第２極板を充電させることができる。
【００８２】
　これに対応して、ステップＳ１２において、第１のスイッチトランジスタをＴ１オフに
するのを第１のスイッチトランジスタＴ１と第４のスイッチトランジスタＴ４を同時にオ
フにする、とすることができる。具体的には、第１のスイッチトランジスタＴ１と第４の
スイッチトランジスタＴ４を同時にオフにし、同時に第２のスイッチトランジスタＴ２と
第５のスイッチトランジスタＴ５をオンにし、発光デバイスＯＬＥＤが電源ＶＤＤに提供
される、発光デバイスＯＬＥＤ、駆動トランジスタＤＴＦＴと第５のスイッチトランジス
タＴ５を順次流れる電流によって発光を駆動されるようにし、そして、第４のスイッチト
ランジスタＴ４のゲート極はスキャンラインに接続され、第１極は第２のスイッチトラン
ジスタＴ２の第１極に接続され、第２極は駆動トランジスタＤＴＦＴの第１極に接続され
、第４のスイッチトランジスタＴ４は第１のスイッチトランジスタＴ１と同じ類型である
。
【００８３】
　第４のスイッチトランジスタＴ４と第１のスイッチトランジスタＴ１はいずれもスキャ
ン信号Ｖｓｃａｎによって制御されるため、第４のスイッチトランジスタＴ４と第１のス
イッチトランジスタＴ１は同時にオン又はオフになり、本実施例において、第４のスイッ
チトランジスタＴ４と第１のスイッチトランジスタＴ１のオンまたはオフの原理及び詳細
なプロセスは前述した実施例を参照できるため、ここでは説明しないこととする。
【００８４】
　補償段階で第４のスイッチトランジスタＴ４をオンにするため、発光デバイスＯＬＥＤ
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スＯＬＥＤに電流が流れず、発光デバイスＯＬＥＤは発光しないため、発光デバイスＯＬ
ＥＤが補償段階で点滅するのを防ぐ。
【００８５】
　これに対応して、本発明は、前述した実施例に係るいずれかの画素回路を有する表示装
置を更に提供し、よって本発明の実施例に係る画素回路がもたらす有益な技術効果を有す
るが、前記にすでに詳細な説明をしたので、ここで説明しないこととする。
【００８６】
　当業者が理解するように、上記方法の実施例を実現する全部または一部のフローは、コ
ンピュータプログラムのコマンドに関するハードウェアを通じて行うことができ、前述の
プログラムはコンピュータに読み取り可能な媒体に格納することができ、当該プログラム
を実行するときに、上記方法の実施例のステップが含まれ、前記格納媒体はＲＯＭ、ＲＡ
Ｍ、磁気ディスク、光ディスクなどの様々なプログラムコードを格納できる媒体が含まれ
る。
【００８７】
　以上の記載は、本発明の具体的な実施形態にすぎず、本発明の保護範囲はこれに限定さ
れず、当業者が本発明が公開する技術範囲内において容易に想到できるいかなる変化や置
換も本発明の保護範囲に含まれる。したがって、本発明の保護範囲は前記特許請求の範囲
の保護範囲を基準とする。
【符号の説明】
【００８８】
　　ＯＬＥＤ　　発行デバイス
　　ＤＴＦＴ　　駆動トランジスタ
　　Ｃｓｔ　　　蓄積コンデンサ
　　Ｔ１　　　　第１のスイッチトランジスタ
　　Ｔ２　　　　第２のスイッチトランジスタ
　　Ｔ３　　　　補償トランジスタ
　　Ｔ５　　　　第５のスイッチトランジスタ
　　ＶＤＤ　　　電源
　　ＧＮＤ　　　グランド
　　ＥＭ　　　　制御信号
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